
厚生労働大臣の定める掲示事項 
 

 

当院は、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、次の承認を受けている保険医療機関です。 

 

Ⅰ 入院基本料について 

①一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１）（７：１）  

・・・３階病棟、４東病棟、４西病棟、５東病棟、５西病棟 

1 日に入院患者 7 人に対して 1 人以上の看護職員を配置しています。なお、病棟、時間帯、  

休日などで看護職員の配置は異なります。実際の看護配置については、各病棟に詳細を掲示し

ていますのでご参照ください。また、入院患者 25 人に対して 1 人以上の看護補助者を配置し

ています。  

 

②障害者施設等入院基本料（１０：１）・・・６階病棟  

1 日に入院患者１０人に対して 1 人以上の看護職員を配置しています。なお、病棟、時間帯、

休日などで看護職員の配置は異なります。実際の看護配置については、各病棟に詳細を掲示し

ていますのでご参照ください。また、入院患者３０人に対して 1 人以上の看護補助者を配置し

ています。  

 

③ハイケアユニット入院医療管理料１（４：１）・・・ＨＣＵ病棟  

1 日に入院患者４人に対して 1 人以上の看護職員を配置しています。なお、病棟、時間帯、  

休日などで看護職員の配置は異なります。実際の看護配置については、各病棟に詳細を掲示し

ていますのでご参照ください。  

 

 

Ⅱ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体

拘束最小化について  

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、 

７日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全 

管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、人生最終段階における意思決定支援及び身体拘束最小化の基準を

満たしております。 

 

Ⅲ ＤＰＣ対象病院について 

当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“ＤＰＣ対象病院” と

なっております。 

 ※医療機関別係数 1.4878 （内訳：基礎係数 1.0451＋機能評価係数Ⅰ0.3364＋機能評価係数Ⅱ0.0639+

救急補正係数 0.0424+激変緩和係数 0） 

 

 

 



Ⅳ 明細書発行体制について 

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬

の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

   明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いた

だき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されな

い方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

Ⅴ 当院は関東信越厚生局長に下記の届出を行っております。 

当院では、入院食事療養(Ⅰ)の届出に係る食事を提供しております。 

入院時食事療養（Ⅰ）による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事 

（夕食については午後 6 時以降）を適時・適温で提供されます。 

 

食事提供時間 

朝食 午前８時 昼食 午後１２時 夕食 午後６時 

 

Ⅵ 保険外負担に関する事項 

当院では、個室使用料、証明書・診断書、おむつ使用料などにつきまして、その利用日数、使用量、 

利用回数に応じた実費のご負担をお願いしております。 

 

1.個室使用料（１日あたり：税込） 

種類 各病棟病室数・病室番号 金額 

個室 7 室 

（4 階西病棟）  410 411 

（4 階東病棟）  426 431 

（5 階西病棟）   510  511 

(5 階東病棟)     530  

7,700 円／日 

個室 1 室 （3 階病棟）   313 33,000 円／日 

個室 5 室 （6 階病棟）      606 607 608 610 611 5,500 円／日 

※差額ベッド 13 床   差額ベッド割合 13 床/248 床 ＝ 5.2％  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.診断書・証明書料及びエックス線写真複写料（税込） 

名称 金額 

治癒証明書 / 登園･登校許可証明書 1,100 円(1 通につき) 

自立支援医療（育成医療） / 申請書自立支援医療（更生医療）申請書 

医療費証明書・領収証明書 / おむつ使用証明書 / 入浴証明書 

2,200 円(1 通につき) 

小児慢性特定疾患意見書 / 各種証明書 3,300 円(1 通につき) 

診断書（病院様式） 

特定疾患申請診断書（臨床調査個人票） / 特定疾患医師意見書 

回答書･照会書（保険会社等） 

施設入所用健康診断書 

6,600 円(1 通につき) 

診断書（他様式） 

入院・手術証明書 / 通院・手術証明書 

死亡診断書 

自賠責診断書 / 自賠責明細書(1 か月に 1 通) 

7,700 円(1 通につき) 

身体障害者診断書 / 年金診断書 11,000 円(1 通につき)       

英文診断書 / 後遺障害診断書 13,200 円(1 通につき) 

CD コピー代 2,200 円(1 枚) 

カルテコピー代 10 円(1 枚) 

医師面談料 11,000 円(1 回) 

セカンドオピニオン料(30 分未満) 11,000 円      

セカンドオピニオン料(30 分以上) 22,000 円      

※その他詳細は、外来会計受付までお尋ねください。 

 

3.その他保険外負担に係る費用(税込) 

名称 金額 名称 金額 

インフルエンザワクチン（一般） 3,500 円 麻疹・風疹混合ワクチン（MR） 9,900 円 

二種混合ワクチン 4,400 円 13 価小児用肺炎球菌ワクチン 13,200 円 

三種混合ワクチン 4,950 円 ロタウイルスワクチン 13,750 円 

おたふく・風疹・麻疹ワクチン 6,600 円 帯状疱疹（シングリックス）ワクチ

ン 

22,000 円 

HB ワクチン（ビームゲン 0.25） 6,600 円 五種混合 33,000 円 

HB ワクチン（ビームゲン 0.5） 7,700 円 A 型肝炎ワクチン 8,800 円 

水痘ワクチン 7,700 円   

肺炎球菌ワクチン 

（ニューモバックス） 

8,800 円   

肺炎球菌ワクチン 

（プレベナー） 

13,200 円   

※その他詳細は外来会計受付までお尋ねください。 



4.おむつ使用料（１枚につき：税込） 

 入院中のおむつ等の使用については、お持ち込みいただくか、業者のご用意したものを申し込む 

選択肢がございます。 

おむつ代 330 円/日 

 

  なお、衛生材料等の治癒（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」について 

  の費用の徴収や、「施設管理費」「雑費」などの曖昧な名目での費用の徴収は行っておりません。 

 

5.入院期間が 180 日を超える場合の費用  

同じ症状による通算のご入院が 180 日を超えた場合、 1 日につきに入院基本点 数の 15 ％に消費 税

10％を加算した額を特定療養費として徴収させていただきます。 2,785 円／日（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅶ 特掲診療料の施設基準（手術）に係る院内掲示 

当院では、下記のとおりの手術症例数があります。 

 

区分 手 術 名 件数 

1 

ア 頭蓋内腫瘍摘出術等 7 

イ 黄斑下手術等 0 

ウ 鼓室形成手術等 0 

エ 肺悪性腫瘍手術等 1 

オ 経皮的カテーテル心筋焼灼等 119 

2 

ア 靭帯断裂形成手術等 9 

イ 水頭症手術等 6 

ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 

エ 尿道形成手術等 0 

オ 角膜移植術 0 

カ 肝切除手術等 2 

キ 子宮付属器悪性腫瘍手術等 0 

3 

ア 上顎骨形成術等 1 

イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 0 

ウ バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術 0 

エ 母指化手術等 0 

オ 内反足手術等 0 

カ 食道切除再建術等 0 

キ 同種死体腎移植術等 0 

4 胸腔鏡下・腹腔鏡下手術等 200 

その他 

ア 人工関節置換術 27 

イ 乳児外科施設基準対象手術 0 

ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 18 

エ 
冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用 

しないものを含む。）及び対外循環を要する手術 
0 

オ 

経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるものを含） 17 

急性心筋梗塞に対するもの 1 

不安定狭心症に対するもの 1 

その他のもの 6 

経皮的冠動脈粥腫切除術 0 

経皮的冠動脈ステント留置術 120 

急性心筋梗塞に対するもの 7 

不安定狭心症に対するもの 15 

その他のもの 98 

（期間：令和 6 年 1 月～令和 6 年 12 月） 

 



Ⅷ 患者サポート体制について 

当院では、疾病に関する医学的な質問及び生活上や入院上の不安等、様々なご相談の窓口として 

1 階に「医療サポートセンター」を設置しております。 

 

Ⅸ 入退院支援について 

 当院では、患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるよう、 

 入院早期より退院困難な要因を有する患者様の抽出を行い、退院支援を行っております。 

 担当者は各病棟にて掲示しております。 

 

Ⅹ 医療従事者の負担軽減について 

  当院では以下の項目等について取り組んでおります。 

  〇院内保育の拡充 

  〇医師事務作業補助者の増員による医師の負担軽減 

  〇看護補助者の増員による看護職員の負担軽減 

  〇地域の医療機関との連携 

 


